
議案第１１３号 

町の区域を新たに画することについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、市内の町

の区域を別紙変更調書のとおり新たに画するものとする。

平成３０年６月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人



（別紙）

変 更 調 書

風渡野１丁目を画する区域

大字風渡野字新川西１２７の１から１２７の６まで、１２８の１から１２８の４ま

で、１２９の１、１２９の２、１３０、１３１から１３３までの各一部、１４４の１

から１４４の５までの各一部、字往還下東２５５の一部、２５７の１の一部、２５８

の１から２５８の４まで、２５９の１、２５９の２、２６０、２６２、２６３の１、

２６３の２、字往還上東６７７の２、６７８の１、６７９の１、６７９の４から６７

９の６まで、６８０の１、６８０の３から６８０の５まで、６８１、６８２の１、６

８２の２、６８３の１から６８３の４まで、６８４の１、６８４の２、６８５の１か

ら６８５の３まで、６８６の１から６８６の６まで、６８７の１、６８７の２、６８

７の４から６８７の９まで、６８９の１、６８９の２、６８９の４、６９０の２、６

９１の１から６９１の８まで、６９２の１から６９２の５まで、６９３、６９４の１

から６９４の５まで、６９５の１から６９５の５まで、６９６の１、６９６の２、６

９７の１、６９７の２、６９８から７０１まで、７０２の１から７０２の９まで、７

０３、７０４の１、７０４の２、７０５の１から７０５の３まで、７０６の１、７０

６の２、７０７の１、７０７の２、７０８、７０９、７１０の１から７１０の４まで、

７１１の１、７１１の３、７１２の１、７１３、７１４、７１５の２、７１６の２、

７１７の２、７５０の８、７５１の２、７５２、７５３の１、７５３の２、７５４の

１、７５４の３、７５４の４、７５８の１、７５８の２、７５９の１、７５９の２、

７６０から７６４まで、７６５の１、７６５の２、７６６の１から７６６の５まで、

７６７の１から７６７の３まで、７６８、７６９、７７０の１、７７０の２、７７１

の１、７７１の２、７７２の１、７７２の２、７７３の１、７７３の２、７７４の１、

７７４の２、７７５、７７６、７７６の２、７７７の１から７７７の４まで、７７８

の１から７７８の４まで及びこれらの区域に介在する道路、水路である公有地の全部 

風渡野２丁目を画する区域

大字東門前字道際３２０の１、３２０の４、３２０の６、３２２の１、３２２の５



から３２２の７まで、字天神下４５７、４５８の１から４５８の９まで、大字風渡野

字新川西９１の２、１３１から１３３までの各一部、１３４から１３９まで、１４０

の１から１４０の４まで、１４１、１４２、１４３の１から１４３の４まで、１４４

の１から１４４の５までの各一部、１４４の６から１４４の８まで、１４５から１４

９まで、１５０の１、１５０の２、１５１の１、１５１の２、１５２、１５３の１、

１５３の２、１５４、１５５、１５６の１から１５６の５まで、１５７の１、１５７

の２、１５８の１から１５８の６まで、１５９の１から１５９の７まで、１５９の１

０、１５９の１１、１５９の１３から１５９の１８まで、１５９の２０から１５９の

２７まで、１６０の１から１６０の８まで、１６１の１から１６１の６まで、１６３

の１から１６３の４まで、１６４、１６５の１から１６５の３まで、１６６、１６７、

１６８の２、１６８の４、１６８の５、１６９の２、１６９の３、１７０の２、字往

還下東２００の２、２０１の１、２０１の２、２０１の６、２０１の７、２０２の１

から２０２の４まで、２０３の４、２０３の６、２０３の７、２０３の９から２０３

の１３まで、２０５の２、２０６の１、２０７、２０８の１、２０９の１から２０９

の３まで、２１１の１、２１１の２、２１２の１から２１２の１２まで、２１３から

２２０まで、２２１の１、２２１の３から２２１の５まで、２２２の１から２２２の

９まで、２２３から２３１まで、２３２の１から２３２の１２まで、２３３の１、２

３３の２、２３３の４、２３３の５、２３４の１、２３４の２、２３４の５から２３

４の１７まで、２３５の１、２３５の２、２３５の４から２３５の８まで、２３６の

１から２３６の５まで、２３７の１、２３７の２、２３８から２４３まで、２４４の

１から２４４の５まで、２４５、２４６の１、２４７の１、２４７の２、２４８、２

４９の１、２４９の２、２５０、２５１、２５２の１から２５２の７まで、２５４の

１から２５４の３まで、２５５の一部、２５７の１の一部、２５７の２から２５７の

４まで、２６１の１、２６１の２、２６１の４から２６１の６まで、字往還下西２８

０の２、２８０の７から２８０の９まで及びこれらの区域に介在する道路、水路であ

る公有地の全部

（平成２９年１０月５日調査）


